
農 

業

◆
◆
◆

次
世
代
を
担
う
農
業
者
支
援

～
親
元
就
農
を
支
援
し
ま
す
～

●
有
田
川
町
農
業
経
営
継
承
者
支
援
事
業

農
業
に
お
け
る
次
世
代
の
中
心
的
な
役

割
を
担
う
こ
と
を
強
く
志
す
農
業
者
を
確

保
・
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
農
業

経
営
を
継
承
す
る
た
め
就
農
し
た
直
後
の

新
た
な
就
農
者
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内

で
有
田
川
町
農
業
経
営
継
承
者
支
援
事
業

助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

●
対
象
者
／
次
の
①
か
ら
⑥
の
要
件
を
全

て
満
た
す
方
。

①
就
農
者
の
申
請
日
に
お
け
る
年
齢
が
18
歳

以
上
30
歳
未
満
で
あ
り
、
農
業
経
営
を
継

承
す
る
た
め
1
年
以
内
に
就
農
し
た
方
。

②
町
内
に
住
所
を
有
し
、
か
つ
、
町
内
に
お

い
て
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営

を
10
年
以
上
継
続
し
て
行
い
、
ま
た
地
域

農
業
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
に

つ
い
て
強
い
意
欲
を
有
し
て
い
る
方
。

③
青
年
等
就
農
計
画
の
認
定
を
受
け
た
方

で
、
町
が
そ
の
認
定
を
し
た
方
で
あ
る

こ
と
。
も
し
く
は
、
認
定
農
業
者
の
子

ま
た
は
孫
（
※
1
）
で
あ
り
、
か
つ
青

年
等
就
農
計
画
と
同
等
の
書
類
を
作
成

し
町
に
提
出
し
た
方
。（
※
2
）
な
お
、

一
戸
一
法
人
（
※
3
）
以
外
の
農
業
法

人
を
継
承
す
る
場
合
は
交
付
の
対
象
外
。

※
1 

当
該
認
定
農
業
者
が
法
人
で
あ
る

場
合
は
、
構
成
員
の
う
ち
農
業
に
従
事

す
る
方
の
子
ま
た
は
孫
を
含
む
。（
以

下
「
子
等
」
と
い
う
）

※
2 

子
等
に
代
わ
っ
て
そ
の
配
偶
者
が

農
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
当
該
配
偶

者
を
子
等
と
見
な
す
。

※
3 

原
則
と
し
て
世
帯
員
の
み
で
構
成

さ
れ
る
法
人
。

④
年
間
1
5
0
日
以
上
か
つ
、
年
間

1
2
0
0
時
間
以
上
の
農
業
従
事
を

行
う
方
。

⑤
国
・
県
な
ど
が
実
施
す
る
同
様
の
事
業

に
よ
る
補
助
金
・
交
付
金
・
そ
の
他
の

給
付
金
な
ど
を
受
け
な
い
方
。

⑥
町
税
の
滞
納
の
な
い
世
帯
。

●
助
成
額
／
1
人
当
た
り
年
間
50
万
円
を

上
限
と
し
ま
す
。

●
交
付
期
間
／
2
年
を
限
度
と
し
ま
す
。

●
受
け
付
け
方
法
／
産
業
課（
金
屋
庁
舎
）

ま
で
申
請
書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
後
日
審
査
が
あ
り
ま
す
。

●
受
付
期
間
／
7
月
1
日
（
水
）
～
31
日

（
金
）

※
役
場
開
庁
日
時
に
伴
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

問

産
業
課
（
金
屋
庁
舎
）

水 

道

◆
◆
◆

た
い
せ
つ
な 

水
道
守
ろ
う 

未
来
へ
と

●
6
月
1
日
（
月
）
～
7
日
（
日
）
は

　

第
68
回
水
道
週
間
で
す

私
た
ち
は
、
朝
起
き
て
か
ら
夜
寝
る
ま

で
、
水
を
使
わ
な
い
日
は
あ
り
ま
せ
ん
。

水
道
の
蛇
口
を
ひ
ね
る
と
、
い
つ
で
も
ど

こ
で
も
水
が
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
災
害

な
ど
で
水
が
足
り
な
く
な
る
と
水
の
大
切

さ
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
毎
日
の
生
活
に

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
そ
れ
が

「
水
」
で
す
。

そ
の
「
水
」
は
、
限
り
あ
る
貴
重
な
資

源
で
す
。
日
々
の
暮
ら
し
に
は
必
要
不
可

欠
な
水
を
大
切
に
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

有
田
川
町
で
は
、
安
全
で
良
質
な
水
を

安
定
的
に
供
給
す
る
た
め
に
、
浄
水
場
や

配
水
管
と
い
っ
た
水
道
施
設
の
更
新
を

行
っ
て
い
ま
す
。
長
期
に
わ
た
る
工
事
で

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
お
り
ま
す
が
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
上
下
水
道
課
・
清
水
行
政
局
建
設
環
境
室 出典／（公社）日本水道協会

～母と子のふれあい～
ベビーマッサージ

●日時／ 6 月 24 日（水）10:15 ～ 11:15
●場所／子育て支援センター
●定員／ 10 組程度
●参加費／無料
●講師／佐々木久美子さん
●申込／ 6 月 8 日（月）8:30 ～

開設日時など

あそびのひろば
金曜日（6 月 5 日・12 日・19 日・26 日）
※予約制。
　詳細は予定表でご確認ください。

10:15～11:15
13:45～14:45

※実施状況や毎日の予定表などは、町ホームページでもお知らせしています。

子育て支援センター　☎ 52-5474（ファクス兼用）

子育て支援センターでは、一時預かり保育を行っています。
詳しくは町ホームページをご覧いただくか
お気軽にお問い合わせください。

お知らせお知らせ

15 広報ありだがわ　2026.6


